
消費者
注意報

公式サイトを模倣した
「ニセ通販サイト」に注意!!

　近年、大手ショッピングサイトや有名メー
カーの公式サイトを模倣した「ニセ通販サイト」
による被害相談が多く寄せられています。正規
の商品価格より激安価格で販売するもので、安
価と言ってすぐに飛びつかず、模倣した通販サ
イトでないかを慎重に考えて契約しましょう。

＜事例＞
１ ネット広告でブランド品が安価で販売されて
いるのを見つけバックを注文した。サイトに
は有名ブランドのロゴが表示されていたう
え、代金引換が可能であったので安心した。
しかし、注文して届いたのは偽物で開封後の
ため受取拒否はできないばかりか、販売店と
は連絡がとれなくなってしまった。

2 大手インテリアショップで商品を注文したが
商品が届かず、連絡が取れない。改めて公式
サイトを見ると「模倣した偽サイトに注意」と
注意喚起されていた。

＜ニセ通販サイトの特徴＞
・日本語におかしい表現があり、URL表記も馴
染みがなく違和感がある。
・大手企業のロゴマークがたくさん掲載されて
いる。
・50％OFFなどと大幅な値引きがされている。
・銀行口座の振込先が企業等でなく個人や外
国人名義である。
・電話番号がなく、問合せ方法がメールのみで
ある。

《被害にあってしまったら》
・ニセ通販サイトが海外のものであるケースも
あり、連絡や取り締まりが困難です。もし、お金
を振り込んでしまったり、クレジット番号を入
力してしまった場合などは、直ちに金融機関
やクレジット会社等に相談しましょう。警察に
協力を求めるとよりスムーズです。
・対応に困ったら、長与町役場相談窓口又は長
崎県消費生活センターへご相談ください。

長崎県消費生活センター（☎824-0９99）
長与町消費生活相談窓口（☎883-1111）

年金受給者の皆さまへ
「令和５年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます！年金

だより 長崎北年金事務所　☎861-1354　　健康保険課年金係　☎801-5821問

「源泉徴収票」は所得税の確定申告の際の添付書類などとして必要となりますので、大切に保管し
てください。

※再交付は、１月中旬から「ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）」で受け付けています。その際
は、再交付申請をするご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所をお伝えください。２週間程
度で、ご本人の住所へ送付されます。お急ぎの方は、長崎北年金事務所へご相談ください。

所得税法の「雑所得」として課税対象とな
るため、日本年金機構より１月中旬から
順次「源泉徴収票」が送付されます。

所得税法の課税対象となっていない（非課
税）ため、源泉徴収票は送付されません。

老齢・退職を支給事由とする年金を受けている方 障害年金や遺族年金を受けている方
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令和5年度第2回原爆被爆者健康診断を実施します 問 福祉課高齢者福祉係　☎801-5826

健康・福祉・介護

要介護認定を受けている方への
障害者控除対象者認定証明書の交付について 問 介護保険課　☎801-5823

健康・福祉・介護

対象の方は受診してください。指定日に受診できない場合は、日程表内であればいつでも受診できます。
なお、被爆二世の健診もできますが、受診票が必要です。ご希望の方は福祉課へ申請してください。
※第二種健康診断受診者証の方は受診できません。
※大腸がん検診を実施します。
※各公民館などの開館時間は、９時からです。皆さまのご協力をお願いします。

【適用区分】
障害者控除対象者　　：要介護１～３
特別障害者控除対象者：要介護４～５

 窓口申請
来庁される方の身分証明書をご持参ください。

（本人またはそのご家族以外の方が申請者となる場合
は、本人またはそのご家族の委任状が必要です。）

 郵送による申請
町ホームページより申請用紙をダウンロード。必要箇所
に記入のうえ、郵送。申請の際に、申請者の身分証明書
の写しを添付してください。障害者控除対象者と認定さ
れた場合、対象者本人の住所（送付先が設定されている
場合は送付先設定の住所）へ障害者控除対象者認定証
明書を送付します。

対

　障害者手帳の交付を受けていない方でも、「65歳以上
で要介護認定を受けている方」は所得税や住民税の控除

（障害者控除）の対象となります。対象となる場合、申請に
より、控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明
書」を交付します。
　確定申告時にこの証明書を提出することによって、本
人またはその扶養者が障害者控除または特別障害者控
除を受けることができます。

申請の対象となる年の12月31日時点（基準日）におい
て、要介護認定（要介護１～５）の認定を受けている
65歳以上の方（ただし、対象者が対象年の途中で死亡
した場合は、死亡日時点で判定）
※基準日以前に申請をした場合、基準日が認定期間
内であれば、申請日時点での暫定の状況で発行しま
す。基準日において、区分が変更となった場合は訂正
の申告が必要となりますのでご注意ください。

対

内

申

月 日 曜日 健診場所 受付時間 対象地区名

1月

16 火 ふれあいセンター
(２階)

９時40分～11時 百合野、百合野第２、百合野第１

13時～14時 西高田、高田越、悠久荘、東高田、道ノ尾

17 水 老人福祉センター
（１階）

９時40分～11時 池山、皆前、日当野、まなび野東・西、南田川内、定林、井手本

13時～14時 サニータウン北・南・東、嬉里中央、三彩

18 木 老人福祉センター
（１階）

９時40分～11時 ニュータウン東・中央・西、嬉里谷、青葉台、フォーレツインキャッスル

13時～14時 北陽台、下高田、南陽台、丸田谷、辻後、内園

19 金

北部地区多目的
研修集会施設 ９時40分～11時 佐敷川内、舟津、上斉藤、川頭、岡中央、馬込一本松、岡岬、

前田川内、浜崎、毛屋白津、塩床

上長与地区公民館 13時～14時 上平、下平、三根、緑ケ丘、木場、大越、横平
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